
 

ＩＩＩＩ    教育関連計画教育関連計画教育関連計画教育関連計画    

    
1111    各計画の位置付けについて各計画の位置付けについて各計画の位置付けについて各計画の位置付けについて

（（（（1111））））    伊丹市教育大綱伊丹市教育大綱伊丹市教育大綱伊丹市教育大綱    

平成２７年４月より「地方教育行政の組織及び運営に関する法律

法律」が施行され、首長と教育委員会の協議の場としての「総合教育会議」の設置や、

教育の目標や施策の根本的な方針である「

本市では、「総合教育会議」において、市長と教育委員会で協議・調整を経て、平

成２７年６月に「伊丹市教育大綱

「伊丹市教育大綱」は、

の教育に関する部分に位置付ける「基本大綱」

む事項）」で構成する。 

 

（（（（2222））））    伊丹市第２次教育振興基本計画伊丹市第２次教育振興基本計画伊丹市第２次教育振興基本計画伊丹市第２次教育振興基本計画

「伊丹市第２次教育振興基本計画」は、「

５カ年計画」の教育施策に関する部分

 

＜関連計画のイメージ図
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各計画の位置付けについて各計画の位置付けについて各計画の位置付けについて各計画の位置付けについて    

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する

が施行され、首長と教育委員会の協議の場としての「総合教育会議」の設置や、

教育の目標や施策の根本的な方針である「教育大綱」の策定が首長に義務付けられ

、「総合教育会議」において、市長と教育委員会で協議・調整を経て、平

伊丹市教育大綱」が策定された。 

は、「伊丹市総合計画（第５次）」の「基本構想

に位置付ける「基本大綱」と、「重点大綱（特に重点的に取り組

 

伊丹市第２次教育振興基本計画伊丹市第２次教育振興基本計画伊丹市第２次教育振興基本計画伊丹市第２次教育振興基本計画    

「伊丹市第２次教育振興基本計画」は、「伊丹市総合計画（第５次）・

の教育施策に関する部分に位置付ける。 

図＞ 

 

重点大綱

＜施策の目標＞ 

安全に、安心して学べる教育環境で、伊丹

の未来を担う人材の育成

＜施策の方針＞ 

①「学び」の基礎となる確かな学力の向上

と、豊かな心と健やかな体を育む学校教

育を推進します。

②安全に、安心して学べる教育環境を創

出し、地域ぐるみで子どもの「学び」と「育

ち」を支援します。

③特色ある教育や魅力ある学校園づくりに

取り組み、「伊丹ならではの教育」を推

進します。 

 

の一部を改正する

が施行され、首長と教育委員会の協議の場としての「総合教育会議」の設置や、

の策定が首長に義務付けられた。  

、「総合教育会議」において、市長と教育委員会で協議・調整を経て、平

「基本構想」「基本計画」

（特に重点的に取り組

丹市総合計画（第５次）・後期事業実施

重点大綱 

安全に、安心して学べる教育環境で、伊丹

の未来を担う人材の育成 

「学び」の基礎となる確かな学力の向上

豊かな心と健やかな体を育む学校教

育を推進します。 

安全に、安心して学べる教育環境を創

出し、地域ぐるみで子どもの「学び」と「育

ち」を支援します。 

特色ある教育や魅力ある学校園づくりに

取り組み、「伊丹ならではの教育」を推
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平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

伊丹市総合計画（第5次）後期事業実施5ヵ年計画（28～32年度）

伊丹市第2次教育振興基本計画（28～32年度）

実施計画実施計画実施計画実施計画実施計画

教育振興基本計画（国）第2期
（25～29年度）

伊丹市教育大綱（27年6月～32年度）

    

    

    

（（（（3333））））    伊丹の教育伊丹の教育伊丹の教育伊丹の教育    取組方針と主要事業取組方針と主要事業取組方針と主要事業取組方針と主要事業 

本市が毎年作成している「行政評価報告書（事前評価編）」の教育委員会所管部分

を「伊丹市教育事業実施計画」としている。本冊子は、実施計画のうち新規事業及び

主要な事業を抜粋して分かりやすく示したものである。（行政評価報告書は、市総合

政策部政策室ホームページの『行政評価』のページに掲載。） 

 

2222    対象範囲対象範囲対象範囲対象範囲    

本市教育委員会所管の学校教育、社会教育、家庭教育、スポーツ振興、人権教育、

文化財の保護に関する施策や事業を対象とする。 

    

3333    関連計画の対象年次関連計画の対象年次関連計画の対象年次関連計画の対象年次    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4444    計画の推進計画の推進計画の推進計画の推進    

実施計画の推進にあたっては、 

実態把握（Ｒ）を基に、 

「Ｐ（計画）→Ｄ（実行）→ 

Ｃ（評価）→Ａ（改善）の 

サイクル」を確立することに 

よって、継続的な改善を図る。 

 


